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入札に係る最低制限価格の上限の引上期間の延長について 

 

板橋区においては、区内建設業の景況を踏まえ、緊急措置として、平

成２４年３月３１日までの間、入札に係る最低制限価格の上限を引き上

げました。今般、この措置を平成２５年３月３１日まで、１年間延長す

ることとしました。 

 

記 

 

１ 最低制限    予定価格の「１０分の 8.5」から「３分の２」 

価 格    の範囲内で、案件ごとに定める。 

 

２ 適 用 期 間  平成２５年３月３１日までの間の開札に係る

最低制限価格 

 

 


